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【尾道地域（向島を含む）】問健康推進課　　　　　　（☎0848-24-1960　FAX　0848-24-1966）
【因 島・瀬 戸 田 地 域】問因島総合支所健康推進課（☎0845-22-0123）
【御 調 地 域】問御調保健福祉センター　（☎0848-76-2235）乳幼児健診乳幼児健診

日　程　 健診名

3歳児健診

※対象者には個別通知します。健診日の 1週間前までに通知
が届かない場合は、ご連絡ください。なるべく住所地区のセ
ンターで受診してください。年間日程・対象者については市
ホームページをご覧ください。

 2 月22日㈬・23日㈭

 3月14日㈫

 3月3日㈮
 2 月15日㈬・16日㈭
 3月 8日㈬・9日㈭
 3月9日㈭

 3月3日㈮

 3月1日㈬・2日㈭

 3月9日㈭

 3月3日㈮

総合福祉センター

因島保健センター

瀬戸田福祉保健センター

総合福祉センター

御調保健福祉センター

瀬戸田福祉保健センター

総合福祉センター

御調保健福祉センター

瀬戸田福祉保健センター

日　程場　所　 健診名

4カ月児健診

1歳 6カ月児健診

場　所

備　考対　象受付時間（終了時間）日　程

 3月 5日㈰

 3 月13日㈪

 2 月23日㈭

 3 月 9日㈭

 2 月21日㈫・28日㈫
 3 月 7日㈫・14日㈫

総合福祉センター

総合福祉センター

総合福祉センター

中庄公民館

因島保健センター

瀬戸田福祉保健センター

総合福祉センター

 妊婦とその家族

 8～12カ月の児

 0～ 7カ月の児

 8～ 12カ月の児

 0～ 7カ月の児

 0～ 12カ月の児

乳児の家族
定10人程度※託児あり。

妊娠中、出産後概ね
1年 6カ月までの市民
定  5 人
※相談利用は
　１人２回まで。

場　所行事名

乳児健康相談

パパ☆ママ
準備スクール
（要予約）

母乳相談
（要予約）

 9：30～ 9：45
（12：00まで）

 9：40～10：00
（11：40まで）

13：00～13：20
（15：30まで）

9：20～ 9：40

13：20～13：40

9：10～ 9：30

10：20～10：40

9：10～ 9：30

内出産の経過、呼吸法、沐浴実習、妊
婦体験等

離乳食講演会
（要予約）

 3月 6日㈪

 2 月22日㈬

乳児の家族
定18人程度※託児あり。 内調理実習、栄養相談

持母子健康手帳、筆記用具、
　エプロン、マスク、三角巾

内母乳や卒乳についての相談、
　 2 ～ 3 人ずつ一緒に授乳アドバ
イス

持母子健康手帳、タオル 2 ～ 3 枚、
哺乳びん、赤ちゃんに必要な物

内身体計測、育児・栄養相談、ふれあ
い遊び

持母子健康手帳、バスタオル

子育て
親子ビクス

日  2 月27日㈪ 10：30～11：30
場北久保児童館
対概ね１歳半から就学前の子と保
護者

定20組
講師　角谷鈴栄さん
持タオル、飲み物
申 2 月13日㈪から、電話か来館で
申 問北久保児童館
 　(☎0848-20-7192）

第22回おのみちファミリー・
サポート・センター交流会

日  3 月10日㈮ 10：00～12：00
場人権文化センター
対会員、子育てに関心のある人
内健康・癒し・心があたたまるヨガ
定 15人※子ども同伴可。
講師　角谷鈴栄さん
申 3 月 6日㈪までに、電話か来館で
申 問おのみちファミリー・サポート・
センター

　(☎0848-37-2415）

向島子育て支援センター
「はぐ」がオープンしました

　地域で「はぐ」くみ、みんなで「は
ぐ」くむ場所として、親子の成長を
見守り、豊かな時間がはぐくまれて
いくことを応援します。お気軽に遊
びに来てください。
※利用時間、講座など、関連記事が
　14頁にあります。
場旧向東支所内
問向島子育て支援センター「はぐ」
　(☎0848-45-1305）

広報おのみち・平成29年2月 広報おのみち・平成29年2月広報おのみち・平成29年2月

①13：30～
②15：00～

　今や 2人に 1人がかかると言われているがんの予防に関する知識
をお伝えします。

※10：30～指定席券を配布（平山郁夫美術館招待券など特典付）。
内 第1部：がん予防についての講演会
　松尾 恵太郎さん
　（愛知県がんセンター研究所遺伝子医療研究部部長、医学博士）
　第2部：健康落語
　立川 らく朝師匠（真打ち、医学博士）
　第3部：バイオリン・チェロ・ピアノ演奏会
　高嶋 ちさ子さん（バイオリン）、チェロ、ピアノ
定350人
問尾道ロータリークラブ事務局
　(☎0848-25-5378）

　第 6期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス基盤を整備
するため、質の高い介護サービスを提供できる事業者を募集します。
事業種類　○小規模多機能型居宅介護
　　　　　○認知症対応型共同生活介護
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
申 問高齢者福祉課（☎0848-38-9440）

がん予防講演会・落語・音楽演奏会
国際ロータリー財団  100周年記念事業

在宅介護用品の購入を支援
4月からの助成券の受付開始

　対象者は来年度の申請をしてく
ださい。
対次のすべてを満たす人
○介護保険法の要介護 3 以上の認
　定を受けている人
○要介護者本人の属する世帯が市
　民税非課税世帯の人
助成額( 1 カ月当たり)
　要介護 3　　 1,250円券を 3枚
　要介護 4・5　1,250円券を 5枚
受付開始日　 3月 1日㈬から
※現在交付を受けている人も、再申
　請が必要です。
※申請にはケアマネジャーの証明
　が必要ですので、ケアマネジャー
　に相談してください。
申 問高齢者福祉課
　（☎0848-38-9137）
　因島福祉課
　（☎0845-26-6210）
　御調保健福祉センター
　（☎0848-76-2235）
　向島支所しまおこし課
　（☎0848-44-0111）
　瀬戸田支所住民福祉課
　（☎0845-27-2209）

3 月5 日㈰　13：20～16：40（開場12：50）
場所　ベル・カントホール

　就職や扶養に入ることで社会保険等に加入したり、市外へ転出するな
どして保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口に必ず伝
え、保険証を速やかに保険年金課へ返却してください。
　国民健康保険から社会保険等への切り替えは、申請手続きが必要です。
　国保の資格がなくなったにもかかわらず、国保の保険証を使用して医
療機関等を受診した場合は、尾道市国保が負担した医療費を返還してい
ただきます。

  国保の資格喪失後の受診とは

①就職して社会保険等の資格を取得した（あるいは手続き中だ）が、保険
証の交付が遅れたため、尾道市国保の保険証を使ってしまった。
②勤務先の社会保険等にさかのぼって加入したことにより、尾道市国保の資格をさかのぼって喪
失した。
③勤務先の社会保険等に加入したが、尾道市への国保の資格喪失届出（手続）が遅れ、その間に尾道
市国保の保険証を使ってしまった。 
④尾道市外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に尾道市国保の保険証
を使ってしまった。

国保の資格喪失後の診療にご注意ください
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問保険年金課（☎0848-38-9107）

地域密着型サービス事業者を募集します


